
2024 年 9 月 19 日 

お客様各位 

市川自動車教習所 

 

教育訓練給付金制度に関する重要なご案内 

 

 

平素は当教習所をご愛顧頂き誠にありがとうございます。 

 

さて、当教習所は永らく教育訓練給付金制度対象校として運営をして参りましたが、この

度 2025 年（令和 7 年）3 月 31 日を持ちまして訓練対象を廃止させて頂く運びとなりまし

た。 

 

つきましては、当給付金制度活用を検討されているお客様は 2025 年（令和 7 年）3 月 31

日までに教習を開始して頂く必要がございます。また、事前のお手続きや混雑状況等を考慮

しますと 1 月中にはお手続きの完了を強く推奨致します。 

 

※注） 

3 月 31 日までに教習開始が出来ず給付対象とならなかった場合、いかなる理由であっても

弊社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。 

 

ご不明点は市川自動車教習所までお問い合わせくださいませ。 

皆様のご理解ご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 


